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1． はじめに

古石研究会では、今学期は多文化主義・多言語主義をテーマに取り上げ、その一般

的な定義や問題点を探るとともに、幾つか具体的な国を選び、個々の政策やその
ヨヒ見

目方ミヽ

現状と課題を研究した。その中で私は日本を取り上げた。その理由は、日本は多文化

社会ないし多言語社会であるとは到底思えなかったからである。実際に調べてみても、

多文化・多言語的な状況やそれに関わる問題点は浮かび上がってくるものの、それぞ

れバラバラなものとして捉えられており、それらを包括するような政策は見えてこな

い。そこで今回私は、日本における多文化主義・多言語主義の可能性を探ってみよう

と考えた。そしてその1つとして、近年国会でも審議が繰り返されている1外国人地方

参政権問題を取り上げることにした。というのも、参政権を付与するか否かという問

題は、外国人を日本社会の構成員として受け入れるか否かという問題であり、彼らの

処遇を総合的に左右するものだからである。

2． 背景

近年我が国において、外国人への地方参政権付与が大きく取り上げられていること

の社会的背景は、主に3つある。

2．1在日韓国・朝鮮人や台湾人の存在

日本は台湾については1895年日清講和（下関）条約、朝鮮については1910年韓国併

合条約によって枯民地とし、台湾人・朝鮮人は「日本国民」とされた。「外地」（朝鮮・台

湾）は異法域とされ、適用される法律も異なっていたが、「内地」（日本）においては、「国

民」であれば当然、選挙権が付与されるはずであった。しかし、はじめの頃はその点が

はっきりせず、1920年3月になって、「朝鮮人・台湾人といえども選挙権要件を備え

れば選挙権を有する」との回答を内務省が出した。当時は男25歳以上で直接国税10円

以上を納めている者という制限選挙であり、この納税要件を満たす朝鮮人・台湾人は

少数だった。実際に選挙に行くようになったのは、昭和元（1925）年5月5日公布の普

通選挙法で、納税要件が撤廃されてからのことである。被選挙権も認められており、

ただ一人ではあるものの、衆議院議員になった朝鮮人もいた2。

戦後、女性にも参政権が保障されるようになり、昭和21（1946）年4月10日に実施

された第一回衆議院議員選挙では、女性議員39人が当選した。この新しい選挙制度を

つくるため、昭和20（1945）年10月23日「衆議院議員選挙制度改正要綱」が閣議決定さ

12001年9月から開かれている第153回国会でも、「永住外国人に対する地方公共団体の

議会の議員及び長の選挙権等の付与に関する法律案」が衆議院で審議中。

2仲原、PP．16－17。
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れ、このとき「内地在住の朝鮮人・台湾人も選挙権・被選挙権を有するものなること」

とされ、従前通りであるとして新聞にも発表された。ところが、11月 27 日の衆議院

提出の法案では「（附則）戸籍法の適用を受けざる者の選挙権および被選挙権は当分の開

これを停止す」となっており、戸籍に入らない朝鮮人・台湾人は、日本国籍を有するに

も関わらず投票も立候補もできないことになった3。

ここで、日本の戸籍制度について簡単な説明を付しておく。戸籍は、日本国民の親

族的身分関係とその変動について登録した事項を公証（公に証明）する役割を持ってお

り、戸籍法に定められた制度である。戸籍は、不動産登記、納税証明、相続に際して

の証明、旅券などの発給、厚生年金・国民年金等の受給資格の証明など日本国民の権利・

義務関係の前提条件となっている。したがって、外国人自体については4、戸籍は作成

されない5。

昭和22（1947）年の外国人登録令（勅令207号）は「台湾人の内、内務大臣の定める者、

及び朝鮮人は、この勅令の適用については、当分の間これを外国人とみなす」（11条）

と定め、台湾人とともに、朝鮮人を外国人とみなして登録義務を課した6。したがって、

外国人である朝鮮人・台湾人は戸籍に入らず、選挙権および被選挙権が停止されたの

である。しかしこの勅令は、「当分の間・・…・みなす」という文言からもわかるように、

暫定的な措置であり、朝鮮人・台湾人の国籍問題に最終的な決着がつけられるまでに

は、さらに年月を要した。

そして昭和27（1952）年4月28日発効のサンフランシスコ講和条約で、朝鮮人・台

湾人の国籍問題は決定された。日本政府は発効の9日前、昭和27（1952）年4月19日

付法務省民事局長通達（民事甲第438号）で、「朝鮮および台湾は、条約発効の日から日

本国の領土から分離することとなるので、これに伴い、朝鮮人及び台湾人は、内地に

在住している者を含めて、すべて日本国籍を喪失する」として、法律ではなく通達によ

って彼らの日本国籍を剥奪した。大韓民国、朝鮮民主主義人民共和国は条約当事国で

はなかったため、講和条約の会議には出席しておらず、参政権や国籍選択権という権

利を日本が－一方的に通達で剥奪したことには大きな問題がある7と言われている。

在日韓国・朝鮮人や台湾人に対するこのような処遇は、外国人参政権問題の背景と

して欠くことのできないものである。しかしながら、彼らの存在は今になって突如と

して現れたものではなく、昭和27（1952）年以来続いてきたものであるから、近年の参

政権問題への関心の高まりを説明するものではない。むしろ在日外国人の参政権を論

ずる上で、前提となる社会的背景と捉える方が妥当であり、これに以下に述べる 2つ

3仲原、PP．20－21。

4例えば日本人が外国人と結婚した場合、その旨が戸籍に記載される。
5手塚、P．125。

6江川・山田・早田、P．197。

7神奈川人権センター、PP．40－41。
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の社会情勢の変化が加わって、ホットなイシューとなっていると言う方が適切であろ

う。

2．2 グローバル化に伴う在日外国人の増加

法務省入国管理局の外国人登録者統計8によると、平成12（2000）年度末現在における

外国人登録者数は168万6，444人で、昭和44（1969）年以降32年間連続して過去最高

記録を更新している。この数は、平成11（1999）年末に比べると13万331人（8．4％）、

5年前の平成7（1995）年末に比ベ32万4，073人（23．8％）、10年前の平成2（1990）年末

に比ベ61万1，127人（56．8％）の増加となっている。

また、外国人登録者数の我が国の総人口に占める割合は、我が国の総人口1億2，691

万9，288人（平成12（2000）年10月1日現在、総務省統計局の「平成12年国勢調査」要

計表人口による）の1．33％に当たる。この割合の推移をみると、昭和61（1986）年から

上昇を始め、平成4（1992）年に1％を突破し、平成12（2000）年末は前年より 0．1ポイ

ントの上昇となった。また、我が国の総人口と外国人登録者数の伸び率を10年前と比

較してみると、我が国の総人口の伸び率は2．7％、外国人登録者数の伸び率は、それ

よりはるかに高い56．8％を示している。

移動・輸送手段の発達や情報技術の革新がグローバル化を進めたが、それに伴う在

日外国人の増加は、日本社会に国際化、特に「内なる国際化」を迫るものとなっている。

2．3 地方分権の推進

平成11（1999）年7月8日に第145回国会で「地方分権の推進を図るための関係法律

の整備等に関する法律」が成立し、7月16日付で公布された。この法律は475本の法

律の一部改正を一括して措置したものだが、その核心的部分を占めるのが地方自治法

の改正である。

平成12（2000）年4月1日から施行されたこの法律の主な改正点は、機関委任事務を

廃止し、地方公共団体の従来の事務区分を変更したことである。機関委任事務とは、

国などの事務が地方公共団体の長などの機関に委任されるというもので、その長など

は委任された限りでいわば国の「下請け機関」となるという制度であった。従って、委

任を受けた長などの機関は、横関委任事務の処理に関して主務大臣の指揮監督に服し

ており、このような制度が本来対等であるべき国と地方公共団体を上下の関係に置く

ものであるという批判が強かった。実際の事務量も、都道府県の事務の7～8割、市町

8外国人は、本邦入国後90日以内（本邦で出生した場合などは60日以内）に市町村に登録

し、出国、帰化、死亡などによりその登録が閉鎖される。入国後90日以内に出国する場

合などには登録しなくともよく、登録しない場合が多い。また、特例上陸許可者（一時庇護

のための上陸の許可を受けた者を除く）、外交官、日米地位協定等に該当する軍人、軍属及
びその家族等は登録の対象とはならない。
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村の3～4割を機関委任事務が占めており、地方自治を圧迫するものであった。その上、

機関委任事務への地方議会の関与は制限されており、例えば地方自治法100条の議会

の調査権は及ばなかった。こういった問題点を克服するため、機関委任事務の制度は

廃止された。

そして、地方公共団体の事務の新たな区分は、自治事務9と法定受託事務とになった。

法定受託事務とは、国が本来果たすべき役割にかかるものであって、国においてその

適正な処理を特に確保する必要があるものとして、法律または法律に基づく政令によ

り地方公共団体が処理することとされている事務のことを言う。あくまでも国の事務

であった機関委任事務とは異なり、法定受託事務は地方公共団体の事務であるため、

法令に違反しなければ、条例を定めることも可能である。また、議会の100条調査権

も原則として及ぶとされている。法定受託事務に関しても、国の権力的な関与の余地

が全くない訳ではないが、長が国の下級械閑として包括的な指揮監督下に置かれる械

関委任事務の廃止は、大きな意義を有するものと評価されている。

こうした法律改正を伴う地方分権の推進は、地方の権限を拡大する方向に動き始め

た。財源の移譲を伴わず不十分だとの批判も聞かれる改革ではあるが、国と地方の権

限の配分や役割分担を明確にし、地方のことは地方が決めるという考え方は、外国人

が住民の一人として地方自治に関わることを容認しやすくするものと考えられる。そ

もそも地方自治とは、一般に都道府県や市町村などのいわゆる地方公共団体が、その

地域内にすむ住民の意思に従って、その地域の行政を行うことをいう。明治憲法には

地方自治に関する規定はなく、法律により規定されていたにすぎなかったのに対して、

日本国憲法では1章を設けて地方自治を規定している。地方自治を保障する意義は、

第一に権力を分散させること（権力分立）、第二に中央政府の権力が強大化するのを抑

えること（自由主義的意義）、そして第三に、地方の政治はそこに住む住民により行わ

れることがふさわしいこと（民主主義的意義）にある。この第三の意義、すなわち民主

主義の見地からすると、日本人も外国人もその地域内に住む人であることに違いはな

く、地方自治から排除できる理由がない。そして、法律改正前のように国の事務と地

方の事務とが混在しているような状況では、確かに外国人の関与が国の領域にまで及

ぶ可能性が高く、それが国益に反するということも考えられた。しかし、改正により

権限配分を明確にしたため、外国人の関与を地方までに留めることもできるはずであ

り、そのことが国益の対立に繋がるとは考えにくい。したがって、今回の法律改正は、

外国人の地方自治への参加と馴染みやすいものと言うことができる。

こうしたことを背景に、外国人への地方参政権付与が社会的関心を集め、国会でも

審議がなされている。上の3つ以外に、外国人の参政権に関する諸外国の動向も影響

自治事務とは、地方公共団体の事務のうち、法定受託事務を除いたものを指す。
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を与えていると考えられるが、この点については、後で別に章を立てて述べることと

する。

3． 参政権

ここで、そもそも参政権10とはどのような権利であるかということを確認しておきた

い。

3．1人権の一部

結論から言うと、参政権は人権の一部とされている。人権とは、人が人である以上

当然に持つ権利をいう。人権は様々な視点から分類が可能であるが、最も基礎的な分

類として、国家に対する国民の地位に基づく分類がなされる。それが、自由権、社会

権、参政権、国務請求権（受益権）という分類である。

自由権とは、国家権力の介入・干渉を排除して、個人の自由を確保する権利をいう。

「国家からの自由」ともいわれ、人権保障の確立期から人権体系の中心をなす重要な権

利である。これには、表現の自由など精神的自由権、財産権など経済的自由権、人身

の自由が含まれる。

社会権とは、個人の生存や、その生活の維持・発展に必要な諸条件の整備を、国家

に要求する権利をいう。「国家による自由」ともいわれ、資本主義の高度化に伴い生じ

た失業・貧困などから、経済的・社会的弱者を守るため保障されるに至った、20世紀

的な人権である。生存権、教育を受ける権利などがこれに該当する。

参政権とは、国民が政治に参加する権利をいう。「国家への自由」ともいわれ、自由

権の確保に仕える。

国務請求権とは、国家の積極的な作為を請求できる権利をいう。社会権同様、国家

の作為を要求する権利であるが、その思想的背景や社会的基盤が異なる点において、

社会権と区別されている。請願権、国家賠償請求権などがこれに当たる。

3．2 人権の特質

人権には3つの特質がある。

第一に、固有性である。人権は、憲法や法律によって与えられるものではなく、人

甲であることにより当然持つ権利である。これを人権の固有性と呼ぶ。

第二に、人権は侵すことのできない永久の権利であるという、人権の不可侵性であ

る。これは、国家権力が人権を侵すことは、原則として禁止されることを意味する。

10参政権という用語は、広くは政治的権利一般をさし、住民投票権、条例制定・改廃

請求権、憲法改正国民投票権、請願権、政治的意見表明権などを含む。最広義には、

公務就任棲も含まれる。ここでは、選挙権及び被選挙権のみの狭義に用いる。
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ただし、それは人権が絶対無制約であることを意味するものではない。

第三に、人権が、人種や性別などにかかわりなく、人であるというだけで当然に保

障されること、すなわち人権の普遍性である。この第三の性質との関わりで問題にな

るのが、人権享有主体性の問題である‘。

3．3 外国人の人権享有主体性

外国人が人権の享有主体となりうるかについては、学説上争いがあるが、通説は人

権の前国家的権利性11や、日本国憲法の前文や98条2項12に表れている国際協調主義、

から、これを肯定する。国際人権規約等にみられるような人権の国際化の傾向が顕著

にみられるようになったことも、その理由として挙げられる。判例も、「いやしくも人

間たることにより当然有する人権は不法入国者といえどもこれを有すると認めるべき」

（最判昭25．12．28）と判示して以来、肯定説に立つ。

ところで、外国人に人権享有主体性が認められるとしても、必ずしも日本国民と同

等の保障が及ぶわけではない。そこで、外国人にいかなる基準でいかなる人権が保障

されるかが問題となる。この点に関するリーディング・ケースと言われているのが、

マクリーン事件判決13（最大判昭53．10．4）である。ここで示されたのが、人権の性質ご

とに外国人への保障の有無を決するという性質説である。すなわち、権利の性質上日

本国民のみを対象としていると解されるものを除いて、在留外国人に対しても等しく

及ぶものとする考え方である。

従来、外国人に保障されない人権の代表的なものとして、参政権、社会権、入国の

自由が挙げられている。「参政権は、国民が自己の属する国の政治に参加する権利であ

り、その性質上、当該国家の国民にのみ認められる権利である。したがって、参政権

は外国人には及ばない14」とされている。これについては、次章で詳しく述べることと

する。

「社会権も、各人の所属する国によって保障されるべき権利であるが、参政権と異な

り、外国人に対して原理的に認められないものではない。財政事情等の支障がないか

ぎり、法律において外国人に社会権の保障を及ぼすことは、憲法上何ら問題はないの

である。とりわけ、わが国に定住する在日韓国・朝鮮人および中国人については、そ

の歴史的経緯およびわが国での生活実態等を考慮すれば、むしろ、できるかぎり、日

11国家が成立する以前から、すなわち国家が存在するか否かに関わらず、人が享受する権

利であるということ。
12

日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要と
する。

13アメリカ人マクリーンが在留期間1年としてわが国に入国し、1年後在留期間更新を申
請したところ、法務大臣が、政治活動（ベトナム反戦、日米安全保障条約反対などの集会へ

の参加）を理由に更新を拒否し、マクリーンがその取消しを争った事件。
14芦部、P．90。

「▼
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本国民と同じ扱いをすることが憲法の趣旨に合致する。国際人権規約の批准および『難

民の地位に関する条約』の批准という新しい事態に対応するため、1981年、社会保障

関係法令の国籍要件は原則として撤廃された15。」

「入国の自由が外国人に保障されないことは、今日の国際慣習法上当然であると解す

るのが通説・判例である。国際法上、国家が自己の安全と福祉に危害を及ぼすおそれ

のある外国人の入国を拒否することは、当該国家の主権的権利に属し、入国の拒否は

当該国家の自由裁量によるとされている。ただし、それは、決して、国家が窓意的に

拒否を決定できることを意味しない。不法入国者であっても、人身の自由16は保障され

なければならない17。」

以上の権利以外の自由権、平等権、受益権は、外国人にも保障されるが、その保障

の程度・限界は、日本国民とまったく同じというわけではない。特に、精神的自由権

のうち参政権的な機能を果たす政治活動の自由が問題となる。これについては日本国

民よりも大きな制約を受けると解されており、少なくとも、日本の政治に直接介入す

るための政治結社の組織、政府打倒の運動などは禁止しうるとされている18。

以上のように、外国人も人権享有主体と考えられてはいるものの、保障される人権

の種類、程度や限界は日本国民と異なっている。参政権は従来外国人には保障されな

いものと解されてきたが、この点に関する現在の裁判所の考えを次章で説明する。

4． 現在の判例の立場

外国人への参政権付与に関して、現在リーディング・ケースとされているのが、キ

ム（金正圭）地方選挙権訴訟における最高裁判決（平成7（1995）年2月28日）である。事

例を説明する。

韓国籍である金さんらは、日本に生まれ、日本の学校を卒業している。常に日本の

社会に生活の本拠を置き、日本語の能力においても日本人と異ならない。むしろ、韓

国語の能力が一般の韓国人にはるかに及ばず、韓国を訪れても「外国人」の感をもつほ

どである。生活を支える資産を日本で保有し、府県民税、市町村税、所得税などの公

共生活における負担の点で日本人と同じである。また、国民健康保険、国民年金など

の各種福祉制度においても日本人同様に扱われている。加えて、原告らの祖父母は、

かつて日本国籍保持者であった。そして、第二次世界大戦後、個人の選択によること

15芦部、P．91。

16例えば、憲法31条（「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自

由を奪はれ、またはその他の刑罰を科せられない」）に定める適正手続の保障など。

17芦部、PP．91－92。

18芦部、P．93。
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なく、法的手続きも不明確なまま、日本国籍を喪失した経緯を有する。

このような生活実態と歴史的背景をもとに、金さんらは、平成2（1990）年の選挙人

名簿に登録されていなかったので、選挙人名簿に誤りがあるとして、その居住する大

阪市内の各区の選挙管理委員会に対し異議を申し立てた。それが却下されたことから、

訴訟は開始された19。

「最高裁の出した結論の最も重要なポイントは、外国人への参政権付与を国政レベル

では禁止しながら、地方レベルでは許容する立場をとったことである。『憲法第八章の

地方自治に関する規定は、民主主義社会における地方自治の重要性に鑑み、住民の日

常生活に密接な関連を有する公共的事務は、その地方の住民の意思に基づき、その区

域の地方公共団体が処理するという政治形態を憲法上の制度として保障しようとする

趣旨に出たものと解される』。このため、『我が国に在留する外国人のうちでも永住者

等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に密接な関係を持つに至ったと認

められるものについて、その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公

共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議

員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものでは

ない』。しかしながら、『措置を講ずるか否かは、専ら国の立法政策に関わる事柄であ

って、このような措置を講じないからといって違憲の問題を生ずるものではない』と

判示されている20。」

5． 諸外国の動向

さて、これまで我が国における社会的状況の変化や裁判所の立場について述べてき

たが、ここで視点を変えて、外国人参政権付与に関する諸外国の動きを見てみよう。

西欧先進諸国は、第二次世界大戦後の高度経済成長の時期を多くの外国人労働者の

力を借りて乗り切った。そこでは、帰化することなしに永住する多くの外国人の声を

いかに政治に反映させるかという大きな課題が課せられた。この難問に最初の解答を

試みたのがスウェーデンである。これまで、国籍を持つ国民だけの参政権を構想して

きた国民国家の変容は、大きく二つの方向でみられる21。

一つは、一定期間、定住する外国籍の住民すべてに地方参政権を認める北欧四国、

オランダ、アイルランドおよびスイスの二州が歩む定住要件型である。いま一つは、

19この訴訟は、（1）選挙人名簿に登録されていないことについて、選挙管理委員会への

異議申立て、（2）その却下処分決定の取消しを求める、いわゆる公職選挙法上の「名簿

訴訟」の大阪地方裁判所への提訴、さらに（3）1993年6月29日大阪地裁が出した判決

を不服とする最高裁判所への上告というように進んだ。訴訟における争点も4つあっ

たのだが、ここでは細かな説明は省略する。

20近藤（2001）、PP．123－124。

21近藤（2001）、P．15c．
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かつての植民地とのつながりや北欧協力22さらには近年の欧州統合23のため、特定国間

の互恵的な参政権を住民に認め合う互恵要件型である。すでにヨーロッパ諸国では、

一定の外国人に参政権を認めることの是非が、1970年代から活発に論じられており、

地方参政権を認めるための法改正が一般化している24。

また、二重国籍にも非常に寛容な国が多く、そのようなケースにおいては参政権の

保障を改めて論ずるまでもない（資料1参照）。

6． 結論

以上のことを踏まえた上での私の結論は、日本に定住する外国人に対して、少なく

とも地方参政権を付与することが要請されるということだ。その論拠を3点挙げる。

第一に、参政権が人権の一部である以上、それを与えないことは人権侵害にあたる

ことである。参政権は後国家的権利25であるという考え方からこれを否定する人もいる

が、特に在日韓国・朝鮮人のように生まれた時から一度も参政権を行使したことがな

いというような場合、個人の政治的参加の権利を生来剥奪するものであり、人権侵害

である可能性が非常に高い。

第二に、外国人への参政権付与に反対する論拠として国籍国との国益の対立を挙げ

ることが多いが、徴兵義務のない我が国において、国政ではなく地方レベルでの参政

権を外国人に与えるに際し、国益の対立がそれを阻害する材料になるとは考えにくい。

第三に、日本人の意識改革に繋がることである。先に述べたように、日本の総人口

に占める外国人の割合はすでに1％を超えている。ヒト、モノ、情報が自由に飛び回

るグローバリゼーションの時代において、外国人をよそ者と捉える考え方は時代遅れ

の感がある。日本という国、自分たちの住む町を、日本人だけのものとするのではな

く、様々な人々が共に生き′ることのできる社会とすることが必要なのではないだろう

か。外国人の地方参政権を認めることは、その他の社会的弱者も含め、日本社会に多

様性を与えることに資するものであろう。

22

もともと「北欧協力」の名のもとに、デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノ

ルウェー、スウェーデンといった北欧諸国が相互主義により参政権を認め合ったのが

互恵型の外国人参政権の出発点である。1973年に地方レベルの参政権をお互いの国籍

保有者に三年の居住を要件として認め合う指令を出している。この政治統合をもたら

したのは、1954年以来の北欧人の自由移動により浸透した経済圏が最大の要因とされ

る。（近藤（2001）、P．23）

23欧州共同体（EC）の統合の試みも、移動と居住の自由が参政権の喪失と結びつくべき

ではないという同じ結果をもたらした。1993年のマーストリヒト条約発効に伴い、欧

州連合（EU）が誕生する。この条約8b条によれば、連合加盟国の国民にその国籍国では

なく、居住国での地方議会の参政権を相互に認めている（近藤（2001）、P．23）。

24近藤（2001）、P．16。

25国家の存在を前提として認められた権利。
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しかし、この参政権付与に関して、若干危惧するところがある。それは、参政権を

付与する外国人の範囲である。現在のところ、特別永住者に限るとする考え方が主流

のようであるが、果たしてこれは妥当なのだろうか。確かに日本の枯民地政策によっ

て長年彼らが不利な立場に立たされてきたことは事実である。しかし、戦後50年以上

も経過した今、特別永住者にのみ、いわば特権的地位を与えることは、適切なのだろ

うか。それはむしろ、今後も戦争の負の遺産を引き継いでいくことになりはしないだ

ろうか。『在日韓国人の終焉』を著した鄭大均氏は、その中で在日の帰化を唱えている。

そう主張する大きな理由は、今日の在日韓国人には、韓国籍を有しながらも韓国への

帰属意識に欠け、外国籍を有しながらも外国人意識にかけるというアイデンティティ

ーと帰属（国籍）の間のずれが見てとれ、このずれが在日韓国人を不透明で説明しにく

い存在に仕立て上げていると考えているからだ。寺庄の帰化論に賛同する訳ではないが、

外国人参政権付与の問題は戦後処理の問題としてではなく、ニューカマーを含めた共

生社会実現の問題として考えなくてはならないと私は考える。

7． おわりに

外国人参政権の問題に限らず、社会的弱者への対応の問題は、極めて理念的な要素

が強い。というのも、そういった問題は、社会の大半にとってはほとんど実質的な関

わりがないものであるからだ。特に現在の日本のように、経済や財政の状況が悪いと

きは尚更後回しにされやすい。しかし、こうした問題は、理念的なものであるからこ

そ、日本をどのような社会にしたいのかというビジョンが顕著に表れやすいものでも

ある。政治家のみならず－一般の人々も、このような問題を自分のこととして捉え、様々

な場所で議論し、それを社会に還元していくことが、よりよい社会の実現に資するも

のであると考える。最近はNGOや市民団体が地方公共団体の政策形成に携わっている

という詰も耳にする。行政に任せきりにするのではなく、一人一人が社会をつくる主

体であるという意識を持たなくてはならないし、とりわけ学生はそういう使命を果た

さなくてはならないと私は考えている⊂，
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ア憲法43条

－ク市など一部の自治体のみ

法
法
も
も
も
も

111条2項および選挙法雛粂
14集およげ1986年の選挙法37粂
ポルトガルが相互主義で認めている
ポルトガルが相互主義で認めている
ポルトガルが相互主義で認めている
ポルトガルが相互主義で認めている

地方自治法20条

2∝〉2年から選挙権のみを認める方針
（10年〉に選挙権のみを認める法案

○は肘定の条件ですべての外国人に参政権を認めている
●は特定の地域がすべての外画人に参政権を認めている

△は特定宵出身の外曳人に参政権を認めている
▲は特定の地域が特定国出身の外国人に参政権を認めている。
×は外国人の参政権を認めていない
空欄は調査中

表8 外国人の参政権と関連データ

Ⅰ8ⅠⅣ 永住市民権か二重国籍か
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